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 本日、令和 2年第 1回市議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位にはご健勝にてご出席を賜り厚くお

礼を申し上げます。 

開会にあたり、市政運営についての所信の一端を申し

述べ、議員各位をはじめ市民の皆様のご理解とご支援を

賜りたいと存じますとともに、令和 2年度の主な取り組

み方針等についてご説明申し上げます。 

 

昨年 5 月、新天皇陛下が御即位され、「令和」という

新しい時代がスタートいたしました。 

この新しい時代においても本市が発展し続けるため、

第 2次雲仙市総合計画に掲げる将来像「〝つながり〟で

創る賑わいと豊かさを実感できるまち」の実現に向け、

気持ちを新たに取り組んでまいる所存でございます。 

市では、これまで、本市の喫緊の課題であります人口

減少問題に対し、子育て世代への経済的負担の軽減策や、

地域経済の活性化に寄与する農業基盤整備や観光施策

の再構築などにも着手してまいりました。 
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特に、本年度から取り組みを開始いたしました「新・

子育て応援パッケージ」は、人口減少問題に取り組む本

市施策の大きな柱となり、婚姻数に至っては、昨年より

も増加傾向にあります。 

しかしながら、今後、さらに深刻化する人口減少問題

に立ち向かうためには、これまで講じてきた施策・事業

等の確実な推進に加え、産業分野におけるこれまでの取

り組みを深化させるとともに、人口動態などの実数を追

跡しながら、施策・事業の効果的な構築に手を緩めるこ

となく取り組むことが肝要であると思っております。 

令和 2年度におきましては、定住人口拡大に資する奨

学資金償還補助金の創設や小・中学生遠距離通学費補助

金の拡充等に加え、多様な関係人口の拡大に向けた都市

住民との交流機会創出に取り組むとともに、市民の安全

に資する防災対策システムの整備、さらには最終段階を

迎える公共施設の整備について、（仮称）新小浜体育館

及び（仮称）新瑞穂総合支所の建設工事への着手、小浜

総合支所の基本構想の策定に向けた検討など、市民の皆



 3 

様の拠点づくりを進めてまいります。 

また、特色ある地域づくりに資する将来を担う人財づ

くりと歴史と文化が輝く郷土づくりに向け、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律に基づき、令和 2年度か

ら令和 6年度までを期間とする「雲仙市教育大綱」の策

定を本年度中に完了させ、「やさしさ」に満ちた本市教

育環境の充実を図ってまいります。 

私も、市長就任から早いもので七年が過ぎ、二期目の

任期も残すところ一年を切りましたが、この新たな時代

において、市政の好循環サイクルを確立することができ

るよう、これまでの歩みをしっかりと踏まえ、雲仙市の

未来が確かな発展を遂げることが出来るよう、市政運営

に全力を傾注してまいります。 

 

＜令和 2年度予算案について＞ 

令和 2年度における一般会計の予算額でございますが、

306億 8,187万円で、前年度に比べ、4.8％の増となって

おり、特別会計及び企業会計を含めた全会計の合計は、
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420億 4,022万 5千円で、前年度に比べ、2.6％の増とな

っております。 

国の経済・財政状況につきましては、昨年発表された

「経済財政運営と改革の基本方針 2019」の中で、「新経

済・財政再生計画の下、『デフレ脱却・経済再生』、『歳

出改革』、『歳入改革』の 3本柱の改革を推進し、経済と 

財政の一体的な再生を目指す」とされております。 

本市における予算編成につきましては、このような

国・県の動向などを踏まえ、第 2次雲仙市総合計画の目

標達成に向け、政策や施策を推進するとともに、これま

で実施してきたそれらの成果を十分に検証し、効果的か

つ効率的な事業の実施及び重点化を図ってまいります。 

併せて、普通交付税の合併算定替えによる特例措置の

終了や合併特例事業債の発行期限などを踏まえ、将来に

亘って健全な財政運営を継続できるよう予算編成を行

ったところでございます。 
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それでは、令和 2年度における主な取り組みについて、

第 2次雲仙市総合計画の 5つの基本方針に沿って、ご説

明いたします。 
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基本方針 1 暮らしと安心 

○『出会い・結婚・移住・定住』の分野について 

出会い・結婚の支援につきましては、本年度から実施

しております「新・子育て応援パッケージ」の各事業を

引き続き推進し、出会いから結婚までの切れ目ない支援

に取り組むことで、結婚を希望する方の後押しを行って

まいります。 

移住・定住の取り組みにつきましては、定住促進イベ

ントをはじめとしたこれまでの事業内容を拡充し、地域

や地域の方々と多様に関わる「関係人口」の創出により

市の活性化を図るとともに、将来的な移住に繋げられる

よう取り組んでまいります。 

また、若者の移住・定住の促進を図るため、既存の「若

者ＵＩターン家賃補助金」に加え、新たに「奨学資金償

還補助金」を創設し、将来に亘り市の活力の源泉となる

若年層に対し、重点的な支援を行ってまいります。 

なお、県外からの移住者が安心して暮らせる住まいの

確保につきましては、長崎県の事業を活用した移住者向
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け住宅確保加速化支援事業へ取り組み、空き家の提供を

行う団体を支援してまいります。 

 

○『子育て支援』の分野について 

きめ細かな出産・育児の支援につきましては、産婦と

新生児に対するサポートを更に充実させるため、心と 

身体のケア、育児相談等を行う「産後ケア事業」の推進

に加え、産後うつや新生児への虐待防止を図るための産

婦健康診査に係る費用を助成する取り組みを新たに開

始いたします。 

妊娠・子育てに関する経済的負担の軽減につきまして

は、乳幼児を養育する保護者に対し、おむつ等の育児用

品の購入費を助成する「育児用品購入助成事業」及び昨

年 10 月から国の幼児教育・保育無償化に合わせ開始し

ました給食の副食費を無償化する「保育園等副食費助成

事業」を引き続き実施し、全ての親が安心して子育てが

できる環境の整備に取り組んでまいります。 

また、インフルエンザへの罹患・重篤化を防ぐため、
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引き続き生後 6か月から中学 3年生までを対象とした予

防接種費用の一部助成について取り組むとともに、本年

10 月から新たにロタウイルスワクチンの定期接種に取

り組んでまいります。 

幼児教育・保育サービスの充実につきましては、保育

士不足を解消するため、保育補助者の雇い上げに要する

経費を支援し、児童の受け入れ体制の安定を図ってまい

ります。 

また、延長保育事業、障害児保育事業、病児保育事業

をはじめとする保育サービスを引き続き実施すること

により、子育て世代が仕事と子育てを両立できる環境づ

くりに取り組んでまいります。 

 

○『地域福祉・高齢者福祉』の分野について 

地域福祉につきましては、昨年12月1日の一斉改選に

伴い、新たに就任いただいた136人の民生委員・児童委

員の皆様と連携協力し、安心して暮らせる地域づくりを

推進するとともに、日常生活等でお困りの方の支援に取
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り組んでまいります。 

介護予防につきましては、高齢者が個々の心身状態に

応じた健康づくりに取り組めるよう、住民が参加しやす

い介護予防事業の推進に引き続き取り組んでまいりま

す。 

就労と生きがいづくりにつきましては、高年齢者の就

業機会の確保を推進するため、引き続き雲仙市シルバー

人材センターの円滑な運営支援を行ってまいります。 

また、高齢者の経済的負担を軽減し、住み慣れた地域

社会の中で安心して暮らすことができるよう、高齢者の

タクシー利用助成に引き続き取り組んでまいります。 

なお、近年、地域社会が変化してきている中であって

も、市民、福祉関係者、行政が協働し、地域主体の福祉

活動を積極的に推進するため、「第3期雲仙市地域福祉計

画」を策定するとともに、高齢者が住み慣れた地域でい

くつになってもいきいきと暮らせる福祉のまちづくり

の確立に向け、「第6期高齢者福祉計画」の策定に取り組

んでまいります。 
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○『障がい者福祉』の分野について 

障がい者を支える環境づくりにつきましては、「雲仙

市手話言語条例」に基づき、手話に対する理解の促進を

図るため普及啓発パンフレットの配布を行い、出前講座

の拡充や手話奉仕員の養成及び研修を引き続き実施し

てまいります。 

障がい者の社会参画の促進につきましては、障害者職

場実習促進事業の推進や障害者就労支援セミナーの開

催に引き続き取り組むとともに、関係機関との連携を図

り、障がい者の就労支援に努めてまいります。 

障がい者への日常生活の支援につきましては、障がい

者のタクシー利用助成をはじめ、外出時の移動支援や特

別支援学校への通学支援の推進を図るとともに、障がい

児が通所により基本的動作・知識・生活能力向上のため

の必要な訓練を行う、障害児通所給付事業に引き続き取

り組んでまいります。 

なお、障がい者が住み慣れた地域で、安心して暮らせ

る地域社会を育むことを目的として、「第 6期障害福祉 
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計画」の策定に取り組んでまいります。 

 

○『健康・医療体制』の分野について 

各種健康診査等の受診率の向上につきましては、日曜

健診や個別受診勧奨の実施及び地区組織等と連携した

健診の周知に取り組むとともに、新たに胃がん検診に内

視鏡による検査を加え、疾病の早期発見に向けて取り組

んでまいります。 

また、健診結果に基づく個別の保健指導や健康教室を

引き続き実施し、生活習慣病の予防、疾病の重症化予防

などの対策に取り組んでまいります。 

感染症の対策につきましては、これまで実施してきた

予防接種に加え、国の指針に基づき、引き続き風疹の抗

体検査及び予防接種を令和 3年度まで実施してまいりま

す。 

なお、世界的に感染が拡大しております新型コロナウ

イルス感染症につきましては、現在、県に設置されてお

ります相談窓口や日常生活で感染を防ぐための情報等
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について、市民の皆様へ周知を図っているところでござ

いますが、今後におきましても、新型コロナウイルス感

染症の動向に注視するとともに、県や関係機関と連携を

図りながら、適切な対応に努めてまいります。 

生活習慣と社会環境の改善につきましては、健康増進

法の改正に伴い、受動喫煙を防止するための周知啓発に

引き続き努めてまいります。 

こころの健康づくりにつきましては、本年度に策定を

完了する「雲仙市自殺対策計画」に基づき、誰も自殺に

追い込まれることのない社会の実現に向け取り組んで

まいります。 

医療・救急体制の充実につきましては、南高医師会や

関係機関等と連携を図りながら、休日・夜間の初期救急

医療体制の維持に努めるとともに、雲仙・南島原保健組

合において新たに整備された公立新小浜病院につきま

しては、来院者の利便性の向上と医療需要に対応する地

域の中核病院として安定的な運営ができるよう、構成市

であります南島原市と連携し取り組んでまいります。 
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○『暮らしの安全確保』の分野について 

地域防災体制の強化につきましては、引き続き「自

助・共助」による自主防災組織の育成・強化に向け、旧

町単位でモデル地区を選定し、自主防災組織の規約作成

や防災マップ作成の支援に加え、自主防災組織が行う訓

練に対して支援を行い、災害時に即応できる防災・減災

体制の構築に努めてまいります。 

さらに、消防詰所や防火水槽などの整備による地域防

災機能の強化を図るとともに、市の防災訓練を実施し各

関係機関との連携と協力体制の確立、市民の防災意識の

高揚に努めてまいります。 

また、市民生活部内に危機管理室を設け体制を強化す

るとともに、災害発生時の様々な情報等を適正に整理し、

迅速な意思決定が図れるよう防災対策システムの整備

を図ってまいります。   

小浜消防署の建替えにつきましては、現在検討を行っ

ていただいている消防力向上対策検討委員会の検討結

果を基に、県央地域広域市町村圏組合と協議を進めてま
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いります。 

 社会全体で犯罪被害者等の支援を進めるため関係条

例を制定し、誰もが安心して暮らすことができる社会の

実現を図ってまいります。 

 交通安全のまちづくりにつきましては、高齢者の交通

事故が増加傾向にあることから、高齢運転者が交通事故

に遭わない、起こさないよう、高齢者参加の体験型講習

会などを実施するとともに、小・中学校や関係機関と連

携して、子供の交通安全教育に取り組んでまいります。 

消費者保護につきましては、高齢者を狙った特殊詐欺

や悪質商法をはじめ、インターネット関連の相談も多く

寄せられていることから、高齢者や、地域の身近な相談

役である民生委員等を対象とした出前講座を開催する

など、消費者被害の未然防止に努めてまいります。 

 

 

基本方針 2 産業と交流 

○『農業』の分野について 
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本市の基幹産業である農業の振興につきましては、本

年度において策定を完了する「雲仙市農林水産業振興計

画：後期対策」に基づく施策の推進を図り、国内外の競

争に勝ち抜く農業の確立を目指してまいります。 

担い手の確保・育成対策につきましては、新規就農者

の支援を行う農業次世代人材投資事業に加え、市単独事

業として新規就農者移住促進事業を活用し、意欲的な担

い手を確保してまいります。 

集落営農組織の育成対策につきましては、中山間地域

を中心に集落営農組織の育成や法人化を進めるととも

に、農村集落の活性化や人・農地プランの実質化に向け

た取り組みを推進してまいります。 

農業生産基盤の整備につきましては、現在 6地区にお

いて県営農地整備事業が実施されているところでござ

いますが、吾妻町の横田地区と南串山町の荒牧尾登地区

において、引き続き関係農家による推進委員会を開催し、

事業化への取り組みを進めてまいります。 

また、小規模団地の農地整備につきましては、12地区
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の中山間地域等に対し、農地中間管理機構関連農地整備

事業の説明会を開催し、5 地区の事業推進組織が設立さ

れました。今後、事業化に向けた取り組みを推進すると

ともに、引き続き全市的な農業生産基盤の強化を目指し

てまいります。 

優良農地の確保と耕作放棄地対策につきましては、農

家戸数の減少等に伴い、耕作放棄地が増加している一方、

規模拡大を希望される農家も多いことから、農地中間管

理機構を介した担い手への農地の利用集積を促進して

まいります。 

また、農業委員会におかれましては、戸別訪問による

農地利用最適化アンケート調査へ積極的に取り組まれ

ており、更なる農地利用の最適化に加え、再生困難な農

地については非農地の判断をされることにより、農地の

適正な運用が図られるものと期待いたしております。 

なお、有害鳥獣による農作物の被害防止対策につきま

しては、新たに市単独事業により鳥類による被害防止対

策に取り組む農業者団体を支援してまいります。 
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生産性向上とコスト縮減対策につきましては、農地整

備事業の推進、情報技術の利活用、高性能農業機械の導

入により、労働時間の短縮及び生産性向上に努めてまい

ります。 

また、省力・高品質生産を実現するスマート農業の取

り組みにつきましては、引き続きドローンの資格取得費

用の一部を支援するとともに、登録農薬の拡大の推進や、

園芸施設栽培における収量の増加に繋がる環境制御技

術の推進を図ってまいります。 

さらに、労力負担の軽減を図る認定農業者等に対し、

新たに市単独事業によりアシストスーツ購入の一部を

助成し、農業者主体によるスマート農業への取り組みを

支援してまいります。 

優良畜産物の生産性向上につきましては、補助事業を

活用した施設整備を推進するとともに、環境整備を併せ

た生産規模の拡大、収益性の向上を図ることを目的とし

た各種補助事業を活用してまいります。 

また、家畜防疫体制につきましては、防疫情報を迅速
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に提供するとともに、市内自衛防疫協議会など関係機関

との連携を図り、安全・安心な畜産物の生産に取り組ん

でまいります。 

 

○『林業』の分野について 

担い手の確保・育成と経営支援につきましては、認定

林業事業体への支援体制を強化し、森林施業の集約化に

取り組む体制と新規事業体の育成等に取り組んでまい

ります。 

生産基盤の整備につきましては、高性能林業機械の活

用による作業の効率化と低コスト化を目指すとともに、

簡易で耐久性のある路網の開設を推進してまいります。 

森林資源の育成・確保につきましては、利用間伐を中

心とした森林整備を推進するとともに、新たな森林管理

制度に基づき未整備森林の解消を図ってまいります。 

木材の販路拡大につきましては、公共施設建築や公共

工事における県産材の利用を推進するとともに、木質バ

イオマス利用など、新たな販路拡大に取り組んでまいり
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ます。 

 

○『水産業』の分野について 

水産業につきましては、国見漁業協同組合、瑞穂漁業

協同組合、諫早市の小長井町漁業協同組合による漁協合

併が大筋合意に至り、4月から新漁協として稼働すべく

準備が進められているところでございます。 

このような経緯も踏まえ、水産業の振興につきまして

は、有明海西部地域、橘湾地域のそれぞれで策定された、

「浜の活力再生広域プラン」及び橘湾東部漁業協同組合

第2期「浜の活力再生プラン」に基づき、生産環境の整

備と付加価値向上による持続可能な水産業の確立に向

けた取り組みに対し、積極的に支援してまいります。 

担い手の確保・育成と経営支援につきましては、長崎

県と連携し、新規漁業就業者の受入体制の整備を継続し

て行い、各地域で蓄積された漁業技術や知識の継承を目

指し、後継者の育成に取り組んでまいります。 

漁港の環境整備につきましては、引き続き機能保全計
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画に基づき、漁港の機能回復を図るための対策工事に着

手してまいります。 

なお、南串山京泊漁港における漁業者の安全確保と 

作業効率向上のための浮桟橋と臨港道路の整備に向け

継続的に取り組み、また、瑞穂大正漁港につきまして 

は、機能保全計画の策定に着手いたします。 

水産資源の維持・保全につきましては、引き続き魚貝

類の資源回復を図るための種苗放流事業や、養殖産地協

議会が取り組む収益性の高い養殖業の育成を支援し、安

全で高品質な生産物供給体制の確立を目指してまいり

ます。 

なお、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の問題につきま

しては、今後も引き続き様々な動向に注視していくとと

もに、市民の安心・安全、雲仙市の農業・漁業を守るこ

とを第一に考え、長崎県及び諫早市と連携を図りながら

対処してまいります。 

 

○『物産ブランド』の分野について 
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物産ブランドの販売促進につきましては、本市の豊か

な農畜水産物や魅力ある特産品の販路拡大に向けた支

援を行い、引き続き多くの消費者を有する都市部におい

て、プロモーション等によるＰＲの強化に努めるととも

に、地域産品の海外展開については、中小企業や団体等

の輸出に向けた取り組みを支援してまいります。 

 

○『商工業・企業誘致・新産業』の分野について 

地場産業の経営力向上につきましては、運転資金や設

備資金に対する融資制度等により、引き続き中小企業の

販路拡大や新商品の開発、機械設備等の取得を支援する

とともに、経営基盤の安定及び収益向上に取り組んでま

いります。 

商工業の振興につきましては、雲仙市商工会との連携

を通して、小規模事業者の経営改善に向けた指導を行う

とともに、創業や新規出店、経営の持続化に対して支援

を拡充し、中小企業の振興及び市民生活の向上に取り組 

んでまいります。 
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また、まちなかが変わりつつある小浜温泉エリアの商

業等活性化について、雲仙市商工会が取り組んでいる調

査事業の結果を基に、中心市街地活性化基本計画の策定

に取り組んでまいります。 

企業誘致につきましては、「雲仙市企業立地推進方針」

に基づき、引き続き本市の自然環境や産業などの地域資

源を最大限に活かし、製造業を中心とした企業誘致の推

進を図ることにより、経済の活性化と雇用の場の確保に

努めてまいります。 

なお、より実効性のある企業誘致活動を展開するため、

多比良港埋立地及び町下地区埋立地について、早期に工

業団地として分譲販売できるよう、必要なインフラ等の

整備に取り組んでまいります。 

起業・創業支援につきましては、創業支援等事業計画

に基づき関係機関と連携を図りながら、市内産業の活性

化及び健全な発展に取り組んでまいります。 

就職支援につきましては、観光産業におけるインバウ

ンド対策を兼ね海外への情報発信等を推進し、海外大学
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からのインターンシップ受け入れによるグローバル人

材の確保やインターンシップ終了後の就職斡旋など、地

域の活性化に努めてまいります。 

 

○『観光・交流』の分野について 

観光振興につきましては、事業所等の業種の枠を超え

た連携の場を創出し、「稼ぐ力」の最大化を図る裾野の

広い観光産業の確立に向け、国・県の補助事業等を活用

した様々な事業を展開するとともに、引き続き観光戦略

の策定に取り組んでまいります。 

受け入れ基盤の整備・充実につきましては、雲仙地獄

内の老朽化した休憩所の撤去・改築や、各温泉施設への

引湯管等の整理など、国立公園内の景観の上質化を図る

とともに、宿泊施設整備への支援につきましては、多く

の観光客が利用する大規模建築物の安全面の強化に向

けた耐震化の支援に、引き続き取り組んでまいります。 

国内の誘客に向けたプロモーションの実施につきま

しては、首都圏、関西圏及び九州の主要都市を中心に、



 24 

マスメディアやＳＮＳ等の様々な媒体を活用するなど、

効果的な手法による積極的な情報発信に取り組んでま

いります。 

海外からの誘客につきましては、海外で展開する旅行

代理店等に対し、市独自のプロモーションに加え、長崎

県及び関係自治体、民間企業などと連携した広域的なプ

ロモーションを展開し、更なる誘客に努めてまいります。 

交流事業につきましては、観光姉妹都市や友好交流都

市、姉妹結縁締結を行っている各自治体との相互交流に

より、観光や物産など様々な分野における振興を図ると

ともに、国際感覚豊かな人材育成に努めてまいります。 

 また、交流人口の拡大に資する商店街等の活性化のた

め活動されている「くにみ寄りまち」の住民主体の地域

づくりに対し、引き続き支援してまいります。 

 

 

基本方針3 社会基盤と環境 

○『道路・公共交通』の分野について 
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地域高規格道路｢島原道路｣につきましては、瑞穂吾妻

バイパスの早期完成と、有明瑞穂間の早期事業化に向け、

引き続き要望活動に取り組んでまいります。 

愛野町から小浜町までの幹線道路整備につきまして

は、災害発生時の交通確保に欠かせない重要課題である

ことから、一般国道57号の機能強化と愛野小浜バイパス

の早期事業化について、国や県に対し要望を継続して行

うとともに、国道の代替路線案について検討を進めてま

いります。 

また、一般国道 251号において実施されている交通安

全対策及び自然災害防除の各事業につきましては、諸交

通の安全確保のため、引き続き県との連携を図りながら、

早期完成に向けた取り組みを進めてまいります。 

市道につきましては、地域における最も重要な生活交

通基盤であるため、地域性や緊急性等を考慮し、改良工

事と修繕・補修工事を計画的に実施してまいります。 

公共交通につきましては、引き続き事業者の支援を行

うとともに、市民の皆様の日常的な移動手段を維持・確
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保するため、事業者等との協議に取り組んでまいります。 

また、九州新幹線西九州ルートの開業につきましては、

地域振興及び観光振興の観点から、全線フル規格化によ

る整備の実現に向け、引き続き長崎県及び長崎県市長会

と連携して取り組むとともに、2022年度の暫定開業の効

果が最大限波及するよう、関係自治体と連携しながら、

様々な取り組みを進めてまいります。 

 

○『社会基盤』の分野について 

住環境の整備につきましては、地震等の災害に強い住

環境を目指し、住宅耐震化及び危険ブロック塀除却費の

補助制度の周知に努めながら、耐震性の向上に取り組む

とともに、老朽危険空家除却費及び住宅性能向上リフォ

ーム費の補助制度の周知に引き続き努めてまいります。 

また、適正に管理が行われていない空き家につきまし

ては、「雲仙市空家等対策の推進に関する条例」に基づ

く措置を講ずるとともに、所有者等に対し助言・指導等

を行ってまいります。 
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公園・緑地の整備につきましては、老朽化が進む都市

公園を安全に利用していただけるよう、本年度において

策定を完了する「雲仙市都市公園施設長寿命化計画」に

基づき、計画的な改修及び維持管理に努めてまいります。 

自然災害対策につきましては、河川・急傾斜地等の施

設の整備を行うとともに、河川に繁茂する草木の伐採を

行うなど河川の適正な維持管理に取り組み、被害の防止、

減災に努めてまいります。 

また、一級河川山田川につきましては、本年度におい

て船津橋の架け替え工事に着手されたところでござい

ますが、事業の早期完成に向けて、工事の円滑な推進に

努めるとともに、引き続き要望活動に取り組んでまいり

ます。 

漁港海岸保全施設の整備につきましては、令和 2年度

の完成を目指す南串山赤間漁港海岸の離岸堤建設工事

の着実な施工に取り組むとともに、千千石漁港海岸の早

期事業化を目指し、関係機関と協議を進めてまいります。 

景観まちづくりにつきましては、「雲仙市景観審議会」 
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の意見を踏まえ、本市特有の優れた景観の保全・活用に

努めてまいります。 

なお、都市計画区域の見直しや立地適正化計画等の検

討に向け、主要地域における基本データの整理に取り組

んでまいります。 

 

○『上下水道』の分野について 

水道事業につきましては、将来を見据えた現状と課題

を分析し、水道の安定供給が図られるよう「水道ビジョ

ン」及び「水道事業基本計画」の見直しと併せ「経営戦

略」の策定に引き続き取り組んでまいります。 

また、改修工事につきましては、計画的に配水管を耐

震管へ更新するとともに、老朽化した浄水場の電気計装

設備等を改修してまいります。 

さらに、水道給水区域以外における地区水道への維持

管理費等に対する助成制度を創設し、飲用水の安定給水

に努めてまいります。 

下水道事業につきましては、新たに公営企業会計を適
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用し、経営の健全性や計画性、透明性の向上を図ってま

いります。 

雲仙地区における処理施設につきましては、引き続き

長寿命化による機器の更新と耐震化による補強工事に

取り組んでまいります。 

水洗化率の向上につきましては、下水道等の接続と併

せ、下水道区域外の合併浄化槽の設置について、市報等

による啓発や個別訪問により、引き続き推進してまいり

ます。 

 

○『情報化・先端技術』の分野について 

ＩＣＴを活用したまちづくりにつきましては、多様化、

大容量化する情報社会に対応するため、令和 2年度から

国の補助金を活用し、市内全域を対象とした光ブロード

バンド基盤整備に取り組んでまいります。 

ＩＣＴを含むロボット技術を活用した産業分野への

先端技術の導入については、引き続きＩＣＴプロジェク

トチームを主体に、関係機関や事業所等との意見交換や
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研修の機会を増やし、ロボット等の活用について引き続

き研究してまいります。 

 

○『環境にやさしいまちづくり』の分野について 

再生可能エネルギーの活用につきましては、先ず、未

利用間伐材等を活用した木質系バイオマス発電の公共

施設への導入に向け、各種手続きに着手してまいります。 

また、畜産ふん尿や生ごみ等を活用した湿潤系バイオ

マス発電におきまして、現在、長崎県と協力して取り組

んでいるミニプラント等の実証事業の結果をもとに、島

原半島における第1号機の建設が雲仙市内で行われるよ

う誘致に取り組んでまいります。 

なお、大学と民間企業が連携して取り組む地熱・温泉

熱を利用した発電機の低価格化等に向けた研究に対し、

フィールド提供など積極的に協力してまいります。 

 自然環境の保全につきましては、基金を活用し千々石

川の環境保全に取り組むボランティア団体を支援して

まいります。 
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基本方針 4 人財と郷土 

○『学校教育』の分野について 

確かな学力を育む教育につきましては、小学校で令和

2 年度から、中学校で令和 3 年度から全面実施となる新

学習指導要領の趣旨を十分踏まえながら、日々の学習指

導の充実を図ってまいります。 

また、児童生徒の学力向上に向け、研究指定事業の情 

報発信と研究成果の共有化、市独自の学力調査を引き続

き実施し、児童生徒一人一人の課題や改善点をより細や

かな指導につなげてまいります。 

豊かな心と体を育む教育につきましては、児童・生徒

のう歯率低下を目指し、小学校から段階的に導入してま

いりましたフッ化物洗口を小・中学校全校で実施いたし

ます。 

なお、部活動におきましては、生徒の意欲を大切にし

ながら適切な活動環境を目指し、各学校における活動方

針の公表・遵守について指導してまいります。 

安全・安心な教育環境の整備につきましては、学校施
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設の外壁等、非構造部材の耐震化などに加え、教室不足

に対応するため校舎の増築整備を行い、児童生徒の安全

確保と教育環境の改善に努めるとともに、情報教育環境

の整備につきましては、新学習指導要領に沿って改訂と

なる小学校の教科書に対応したデジタル教科書に更新

し、中学校におきましても引き続きＩＣＴ教育の充実を

図ってまいります。 

また、通学が一定の距離を超える児童及び生徒に対し

助成を行う、小・中学生遠距離通学費補助金を拡充いた

します。 

 

○『生涯学習』の分野について 

生涯学習につきましては、社会変化への対応や、地域

づくりへの積極的な参画等に資する多様な学習プログ

ラムを充実させるほか、講座や講演会等、各種生涯学習

事業を展開してまいります。 

また、子どもたちの居場所づくりとして、放課後や休

日などを活用し、地域の豊かな人材により様々な学びの
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機会を提供する「地域子ども教室推進事業」の推進に取

り組んでまいります。 

なお、老朽化が進む小浜町文化館を閉鎖し、図書室機

能を小浜総合支所 2階に移転することにより、利用者の

安全性の確保と利便性の向上を図ってまいります。 

青少年の健全育成につきましては、子どもたちが健や

かに育つ環境づくりに向けて、地域の方々や雲仙市青少

年・子ども育成会議と連携して取り組むとともに、イン

ターネットをはじめとした、メディアに関わる犯罪から

子どもたちを守るための啓発活動に取り組んでまいり

ます。 

 

○『生涯スポーツ』の分野について 

スポーツ大会・教室の充実と参加促進につきましては、

市民がスポーツを行う「きっかけづくり」となる場を提

供するため、これまでの各種教室事業に加え、レクリエ

ーション＆スポーツフェスタの開催などに取り組んで

まいります。 
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スポーツ環境の充実と利用促進につきましては、利用

される皆様のスポーツ・レクリエーション活動における

様々なニーズに応えられるよう、社会体育施設の適切な

管理運営に努めてまいります。 

 また、（仮称）新小浜体育館整備につきましては、令

和 2 年度から本格的な工事に着手することとしており、

適切な工事の管理に努めてまいります。 

なお、東京オリンピック・パラリンピックの成功に向

け、本市におきましても 5月 8日に行われる聖火リレー

の運営や競技応援観戦、パラリンピック聖火フェスティ

バルに伴う採火式などに取り組んでまいります。 

 

○『歴史・文化・芸術』の分野について 

文化財の保存・活用につきましては、鍋島邸の積極的

な活用に努めるとともに、伝統的建造物群保存地区の景

観復元のための調査研究に取り組み、修理・修景事業を

通してまちなみ景観の保存に取り組んでまいります。 

また、引き続き県営基盤整備事業に伴う埋蔵文化財発
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掘調査を実施し、調査成果や出土した遺物の展示公開を

行ってまいります。 

なお、明治から昭和初期に活躍された小浜町出身の関

三兄弟のうち、日本の昔話研究の基礎を確立された関 

敬吾氏の人物伝を、映像として整理・保存する取り組み

を行います。 

芸術・文化環境の創造につきましては、雲仙市文化会

館自主文化事業振興会などの関係団体と連携し、音楽舞

台芸術公演や文化団体等のロビーコンサートなどを開

催してまいります。 

  

 

基本方針 5 協働と戦略 

○『協働のまちづくり』の分野について 

 自治会活動の支援につきましては、自治会が自主的か 

つ活発に活動ができるよう、引き続き自治会活動活性化

交付金による支援に取り組むとともに、申請事務の簡素

化を図ってまいります。 
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また、自治会長連合会と連携を図りながら、自治会へ

の加入促進や各自治会組織間の情報の共有等により持

続可能な地域運営の推進に努めてまいります。 

 まちづくり団体の育成と活動支援につきましては、地

域づくり補助金のメニューの見直しを行い、新たに研修

会開催型を創設し、市民のニーズに沿った支援の充実を

図るとともに、各種市民活動団体・ボランティア団体な

どが活動しやすい環境づくりを進めてまいります。 

 男女共同参画の推進につきましては、引き続き第 3次

男女共同参画計画に基づき、各種啓発事業や女性があら

ゆる分野に積極的に参画できるよう支援する取り組み

を進め「男女が互いに認め合い、尊重し、協力し合うま

ち」を目指してまいります。 

 

○『行政運営』の分野について 

庁舎整備につきましては、市民サービスの更なる向上

を図るため、(仮称)新瑞穂総合支所の整備に取り組んで

まいります。 
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行政改革につきましては、第 3次行政改革大綱に基づ

き効率的な市政運営に努めているところでございます

が、現大綱の計画期間が令和 2年度で終了することから、

新たな行政改革大綱の策定に取り組んでまいります。 

きめ細やかな情報発信につきましては、本市ホームペ

ージを定住促進、子育て支援などの各施策により整理す

るなどの再構築を図り、より分かりやすい、また親しみ

のある情報の発信に努めてまいります。 

情報管理とＩＣＴにつきましては、情報セキュリティ 

強化対策による高度な情報管理を維持しながら、本格運 

用が始まったマイナンバー制度における適切な管理、運

営に取り組んでまいります。 

 

○『財政運営』の分野について 

 ふるさと納税につきましては、業務体制の強化と併せ 

て国の基準を順守しながら、ポータルサイトの増設やリ

ピーター対策、ターゲットを絞った返礼品の開発等に取

り組み、寄附の増加を目指してまいります。 
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なお、頂いた寄附は特色あるふるさとづくりに有効活

用してまいります。 

市税等の自主財源の確保につきましては、税の口座振

替の利用を推進するため、口座振替利用者や新規申込者

に抽選で市内温泉宿泊券などをプレゼントする「口座振

替推進キャンペーン」を実施するとともに、インターネ

ットを活用した地方税の申告や納付などの電子化を促

進するなど、手続きの簡素化に取り組んでまいります。 

雲仙市が所有する公共施設につきましては、施設の適

正配置と将来的な財政負担の軽減・平準化を図ることを

目的とした「雲仙市公共施設等総合管理計画」に基づき、

「個別施設計画」の策定に取り組んでまいります。 

また、活用する見込みのない遊休地等につきましては、

積極的な売却又は貸付等により、公的資産の有効活用に

努めてまいります。 

 

なお、雲仙市まち・ひと・しごと創生総合戦略を内包

した第 2次雲仙市総合計画の前期基本計画の目標年次が
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2 年後に迫っていることから、その効果検証と後期基本

計画の策定に向けた取り組みに着手いたします。 

 

 

以上が、令和2年度の主要な取り組みでございますが、

国及び全国の市町村、そして民間団体等において地方創

生をはじめとする様々な取り組みが急速に展開されて

おり、社会情勢の変化に柔軟かつ弾力的に対応していく

ことが求められております。 

今後におきましても、国・県の動向に注視するととも

に、財政基盤の確立を図りながら各種施策に取り組み、

課題の一つひとつを着実に解決しながら、職員とともに

市政運営に全力を傾注してまいりますので、議員各位並

びに市民の皆様に、市政へのご支援とご協力を心からお

願い申し上げまして、令和2年度の施政方針といたしま

す。 


